
経
営
者
の
在
り
方
一
一
一

老
舗
の
家
訓
・
店
則
か
ら
見
た

足
　
立

政
　
男

　
老
舗
の
暖
簾
を
守
り
、
こ
れ
を
永
続
せ
し
め
、
発
展
せ
し
め
る
た
め
の
必
須
条
件
は
何
を
お
い
て
も
、
そ
の
家
業
に
従
事
す
る
と

こ
ろ
の
人
材
で
あ
る
。

　
「
時
は
金
な
り
、
事
業
は
人
な
り
」
と
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
だ
げ
に
－
老
舗
に
お
げ
る
家

訓
や
店
則
の
中
に
は
家
業
経
営
者
の
在
り
方
や
、
そ
の
養
成
に
つ
い
て
、
こ
と
細
か
に
、
き
び
し
く
規
定
し
て
い
る
。

　
殊
に
事
業
の
盛
衰
興
亡
は
、
一
に
か
か
っ
て
そ
の
企
業
の
経
営
者
が
す
ぐ
れ
た
人
格
者
で
あ
る
か
ど
う
か
、
っ
い
で
経
営
者
と
し

て
有
能
な
人
物
で
あ
る
か
否
か
に
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
げ
に
経
営
者
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
は
重
か
っ
大
で
あ
る

と
い
わ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
創
業
以
来
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
永
続
し
、
発
展
す
る
老
舗
は
数
少
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
決
し
て
安
易
な
道
で
は
決
し
て
あ
り

得
な
い
。
波
欄
万
丈
、
盛
衰
極
ま
り
な
い
実
業
界
に
あ
っ
て
、
家
を
守
り
、
家
業
を
守
り
、
更
に
こ
れ
を
永
続
発
展
せ
し
め
て
行
く

た
め
に
は
余
程
の
人
物
で
た
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
突
如
と
し
て
襲
い
来
る
天
災
地
変
、
周
期
的
に
来
襲
す
る
経
済
恐
焼
、
封
建
支
配
者

の
専
制
的
な
収
奪
等
々
、
若
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
方
策
を
誤
ら
ん
か
、
商
家
は
忽
ち
に
し
て
没
落
の
運
命
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
か

　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
（
二
一
五
）
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二
　
（
二
ニ
ハ
）

っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
、
世
の
荒
波
や
時
の
試
練
に
遭
遇
し
、
こ
れ
を
乗
り
切
る
た
め
に
は
、
勿
論
一
家
一
門
の
総
力
を
あ
げ
て

の
必
死
の
努
カ
に
侯
た
ね
ば
た
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
経
営
者
と
し
て
の
主
人
は

特
に
重
要
た
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
困
惑
し
、
た
だ
右
往
左
往
す
る
使
用
人
を
叱
吃
激
励
し
、
盤
石
の
構
え
で
企

業
存
続
に
あ
た
っ
た
の
は
正
に
主
人
で
あ
っ
た
。
老
舗
の
経
営
者
た
る
べ
き
主
人
は
一
歩
常
人
に
先
ん
じ
た
先
見
と
正
確
な
判
断
力

を
必
要
と
し
た
。
又
、
そ
の
人
物
の
適
否
は
老
舗
の
危
機
に
あ
た
っ
て
始
め
て
真
価
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
単
に
象
徴
の
み
と
し

て
の
存
在
老
た
る
べ
き
こ
と
は
非
常
の
場
合
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
殊
に
今
目
の
如
き
激
動
し

て
止
ま
た
い
経
済
杜
会
の
中
に
あ
っ
て
経
営
者
と
し
て
は
猶
更
の
こ
と
で
あ
る
。
経
営
者
の
地
位
に
立
つ
も
の
は
つ
ね
に
捨
て
身
で

事
業
の
振
起
に
あ
た
り
、
そ
の
永
続
と
発
展
に
あ
た
る
こ
と
を
き
び
し
く
要
請
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
経
営
者
た
る
べ
き
も
の
は
、

堂
々
た
る
実
力
を
身
に
つ
け
、
自
ら
従
業
員
の
先
頭
に
立
ち
、
こ
れ
を
統
卒
し
て
行
く
べ
き
資
格
と
行
動
力
を
兼
ね
備
え
て
い
な
け

れ
ば
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
事
業
の
永
続
発
展
に
対
す
る
烈
々
た
る
闘
志
と
、
周
囲
の
者
か
ら
信
用
さ
れ
、
敬
慕
さ
れ
る
べ
き
資

質
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
か
か
る
経
営
者
た
る
べ
き
主
人
の
在
り
方
に
対
す
る
強
い
要
請
が
老
舗
の
家
訓
や
店
則
の
中

に
如
何
に
観
定
さ
れ
て
い
た
か
を
見
る
の
が
本
論
文
の
目
標
で
あ
る
。

篤
実
で
敬
慕
さ
れ
る
経
営
者

　
企
業
が
永
続
し
繁
栄
す
る
た
め
の
絶
対
的
要
件
は
信
用
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
信
用
は
対
外
的
に
は
先
ず
正
直
正
路
の
渡
世
、
公

正
な
経
営
に
よ
っ
て
長
年
月
の
問
に
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
対
内
的
に
は
こ
れ
ま
た
正
直
正
路
を
旨
と
し
、
自
已
を
律
す
る
こ

と
、
恭
謙
に
し
て
、
店
内
の
も
の
が
克
く
一
致
協
力
し
て
家
業
に
励
み
、
和
合
す
る
こ
と
が
信
用
を
保
持
す
る
う
え
で
は
不
可
欠
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

要
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
村
彦
兵
衛
商
店
の
「
見
世
之
者
江
常
々
中
聞
セ
ル
心
得
之
事
」
に

　
「
身
ノ
分
限
ヲ
知
て
少
シ
茂
騎
問
敷
侯
事
、
正
直
正
賂
之
志
を
励
て
無
礼
非
道
出
来
ぬ
や
ふ
相
互
二
気
を
付
合
可
相
勤
事
」

　
と
あ
り
、
少
し
も
騒
り
高
ぶ
る
こ
と
な
く
、
正
直
正
路
で
礼
儀
正
し
く
謙
譲
の
徳
を
備
え
る
べ
く
心
得
よ
と
、
篤
実
敬
慕
さ
れ
得

る
よ
う
な
経
営
者
を
要
求
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
外
村
与
左
衛
門
商
店
の
「
厳
改
正
」
の
場
合
も
、

　
「
店
規
則
書
之
趣
一
統
堅
申
合
せ
高
利
ヲ
貧
リ
不
正
之
商
売
不
相
成
侯
事
、
常
二
行
儀
正
敷
相
互
二
仁
心
ヲ
尽
シ
善
を
す
二
め
、

　
　
　
　
　
　
ひ
山
」
む
き

悪
ヲ
と
父
め
、
一
向
に
正
道
ヲ
守
り
、
万
事
相
慎
可
申
事
」

　
と
、
傲
慢
．
放
縦
．
貧
禁
で
高
利
を
貧
る
こ
と
の
不
可
を
き
び
し
く
戒
し
め
て
お
り
、
積
善
正
賂
の
日
常
生
活
と
経
営
信
条
を
強

く
要
請
し
て
い
る
。

　
か
く
て
こ
そ
老
舗
永
続
繁
栄
の
第
一
の
要
件
と
し
て
の
信
用
が
確
立
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
又
、
一
家
の
統
卒
者
た
る
べ
き
主
人
は
店
の
内
外
を
間
わ
ず
、
篤
実
で
信
頼
さ
れ
、
敬
慕
さ
れ
る
こ
と
が
、
何
を
お
い
て

も
大
切
で
あ
る
と
規
定
し
た
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
矢
谷
家
の
家
訓
に
は
そ
の
第
一
条
に

　
「
家
の
主
人
た
る
も
の
、
同
家
人
の
見
習
う
処
な
れ
ば
、
先
ず
其
身
を
正
し
く
慎
み
て
、
家
内
を
善
に
導
く
べ
し
、
親
子
兄
弟
夫

掃
の
問
睦
く
、
家
人
並
に
出
入
の
も
の
を
隣
み
、
か
り
そ
め
に
も
怒
り
、
罵
署
す
る
事
な
か
れ
」

　
と
あ
り
、
お
よ
そ
主
人
た
る
も
の
は
店
中
の
者
の
模
範
と
な
る
よ
う
に
、
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
正
道
を
守
り
、
そ
の
身

を
慎
ん
で
店
中
の
も
の
を
善
導
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
家
内
の
和
合
を
は
か
る
た
め
に
は
慈
悲
、
慈
愛
、
寛
大
の
心
掛
が
大
切

　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
一
二
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
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四
　
（
二
一
八
）

で
あ
る
と
訓
戒
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
千
切
屋
一
門
の
「
家
訓
」
の
第
三
条
に
は
、

　
「
商
人
は
主
従
と
も
友
達
の
こ
と
に
侯
へ
ば
、
家
来
を
あ
わ
れ
み
、
下
よ
り
は
主
人
を
大
切
に
忠
勤
を
励
み
、
家
内
権
式
こ
れ
無

き
よ
う
心
掛
げ
申
す
べ
く
侯
」

　
と
あ
り
、
上
に
立
つ
主
人
は
下
の
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
下
の
も
の
は
上
の
も
の
に
忠
義
を
つ
く
す
相
互
信
頼
の
絆
が
、
企
業
経
営

の
上
で
、
さ
ら
に
又
、
企
業
内
の
和
を
保
つ
た
め
に
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　
経
営
者
を
含
め
て
企
業
内
の
も
の
に
我
が
ま
ま
や
横
柄
な
行
為
が
な
い
よ
う
に
と
か
た
く
戒
し
め
た
例
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
向
井
商
店
の
「
家
内
諭
示
記
」
に
、

　
「
主
人
憐
み
あ
る
時
は
下
人
も
亦
信
実
の
っ
と
め
な
す
も
の
な
り
、
あ
や
ま
ち
も
不
慮
の
仕
損
じ
は
ゆ
る
す
べ
き
な
り
、
然
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

も
心
得
悪
き
事
の
あ
る
時
は
柔
和
に
意
見
説
諭
を
致
す
べ
し
、
下
人
は
道
理
に
１
昧
き
も
の
な
れ
ぼ
穏
や
か
に
理
解
す
べ
き
な
り
」

　
と
あ
り
、
何
れ
も
経
営
者
た
る
べ
き
主
人
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
経
営
者
は
っ
ね
に
温
厚
で
、
敬
慕
さ
れ
る
経

営
者
で
あ
る
こ
と
を
強
く
要
請
し
、
指
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
経
営
者
が
右
に
述
べ
て
来
た
在
り
方
と
は
反
対
に
不
心
得
で
、
傲
慢
、
放
縦
、
不
道
徳
で
あ
っ
た
た
め
に
折
角
の
巨
大
な
店
を
潰

し
て
し
ま
っ
た
具
体
的
な
実
例
を
あ
げ
、
主
人
た
る
べ
き
も
の
の
在
り
方
に
つ
い
て
自
覚
を
促
し
た
も
の
に
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
柏
原
家
「
乍
偉
以
書
付
奉
申
上
侯
」
の
中
に
、

　
「
竹
川
殿
儀
本
家
者
執
別
二
而
京
大
坂
に
も
仕
入
店
有
之
、
江
戸
表
者
木
綿
店
小
間
物
店
紙
店
酒
店
有
之
、
殊
之
外
繁
昌
被
致
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず

旦
は
不
軽
勢
ひ
御
店
杯
不
及
儀
二
御
座
侯
処
段
々
繁
昌
二
付
旦
那
方
著
リ
騒
ギ
夫
二
付
手
代
以
下
ま
で
自
ト
著
リ
気
移
リ
、
旦
那
江



禁
言
申
上
侯
別
宅
迄
も
大
夫
役
者
杯
呼
入
、
花
美
之
沙
汰
二
お
よ
び
大
ま
い
の
店
を
無
二
後
形
一
、
且
那
衆
者
当
時
勢
州
二
逼
塞
被
成
、

右
仕
合
ゆ
へ
別
宅
在
勤
之
者
ち
か
く
二
而
せ
め
て
一
人
御
印
能
ふ
連
ん
を
張
侯
も
の
一
人
も
無
御
座
歎
ケ
敷
事
二
侯
（
中
略
）
其
外

近
代
本
町
伝
馬
町
辺
大
商
店
仕
廻
店
之
多
く
侯
是
以
同
様
之
儀
と
相
察
貴
之
毒
二
奉
存
侯
云
々
」

　
こ
れ
は
経
営
の
責
任
者
た
る
べ
き
主
人
が
そ
の
職
分
を
忘
れ
、
遊
興
三
昧
に
耽
っ
た
た
め
一
家
店
中
に
も
そ
の
気
風
が
移
り
、
あ

た
ら
巨
商
の
「
の
れ
ん
」
を
降
ろ
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
経
緯
を
述
べ
た
訓
戒
で
あ
る
。

　
ま
こ
と
に
経
営
に
。
た
ず
さ
わ
る
べ
き
当
主
は
店
の
内
外
を
問
わ
ず
、
他
か
ら
信
頼
さ
れ
、
敬
慕
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
な
げ
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
西
村
彦
丘
ハ
衛
家
の
「
亭
主
の
心
得
」
に
は
、

　
「
夫
レ
家
を
起
も
崩
も
皆
子
孫
の
心
得
ぼ
か
り
な
り
、
亭
主
た
る
者
、
其
家
の
名
跡
、
財
宝
自
身
の
物
と
思
う
べ
か
ら
ず
、
先
祖

よ
り
支
配
役
を
預
り
居
る
と
存
じ
、
名
跡
を
げ
が
さ
ぬ
や
ふ
に
ー
、
子
孫
へ
教
え
、
先
格
を
能
く
守
り
勤
め
、
以
テ
ニ
仁
義
ヲ
一
人
を
召

仕
ひ
、
壱
軒
に
て
も
別
家
の
出
来
る
を
先
祖
江
の
孝
と
思
ひ
、
時
来
り
代
を
譲
り
隠
居
い
た
す
と
も
栄
耀
成
く
ら
し
ハ
大
い
に
誤
な

り
、
只
世
用
を
の
が
れ
、
質
素
二
く
ら
す
手
本
に
成
様
に
い
た
し
て
閑
居
す
べ
し
、
但
子
孫
相
続
長
久
の
工
夫
を
励
へ
し
」

　
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
業
の
永
続
も
繁
栄
も
す
べ
て
一
家
の
統
卒
者
た
る
べ
き
主
人
の
心
掛
げ
次
第
で
あ
る
。
一

家
の
亭
主
と
い
う
も
の
は
た
と
え
家
を
相
続
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
家
の
名
跡
に
し
て
も
、
財
産
・
宝
物
に
し
て
も
、
ゆ
め
己
自
身

の
持
ち
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
　
「
先
祖
よ
り
支
配
役
を
預
り
居
る
も
の
」
と
考
え
、
家
の
名
跡
を
傷
っ

げ
汚
が
さ
な
い
よ
う
に
１
子
孫
に
よ
く
よ
く
教
え
、
家
の
仕
来
り
を
出
来
る
だ
け
守
り
勤
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
又
、
奉
公
人
を

召
使
う
に
あ
た
っ
て
は
仁
愛
と
道
義
を
も
っ
て
使
用
す
る
こ
と
に
心
掛
げ
る
こ
と
。
さ
ら
に
年
老
い
て
責
任
者
と
し
て
の
地
位
を
退

　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
二
一
九
）
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六
　
（
二
二
〇
）

い
て
も
、
決
し
て
笹
い
た
く
な
生
活
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
唯
々
世
間
の
公
用
を
免
ぜ
ら
れ
て
質
素
に
暮
し
、
一
門
の
生
活
の
手
本

と
な
る
よ
う
心
掛
け
て
、
心
静
か
に
起
居
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
責
任
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
ほ
ん
や
り
暮
す
の
で

は
な
く
、
っ
ね
に
家
業
の
永
続
と
繁
栄
の
道
を
工
夫
す
る
こ
と
に
勉
励
す
る
こ
と
が
責
任
者
の
地
位
を
退
い
た
も
の
の
務
め
で
あ
る

と
、
観
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
す
ぐ
れ
た
生
物
学
者
で
あ
っ
た
ル
コ
ン
ト
ニ
ァ
ユ
・
ヌ
ィ
が
、
一
九
四
七
年
に
著
し
た
、
、
葭
ｑ
峯
声
オ
一
Ｕ
向
ｃ
ｏ
↓
冒
弓
、
、

　
（
人
問
と
そ
の
運
命
）
に
次
の
如
く
述
べ
て
、
家
長
の
在
り
方
を
、
エ
ジ
ブ
ト
の
世
界
最
古
の
書
物
の
一
つ
で
あ
る
「
ブ
タ
ー
ー
ホ
テ

ツ
プ
の
教
育
」
か
ら
引
用
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
も
し
あ
な
た
が
賢
い
人
間
で
あ
る
な
ら
、
自
分
の
家
に
心
を
配
ら
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
妻
を
い
つ
く
し
み
、
妻
に
食
物
を
与

え
、
衣
服
を
ま
と
わ
せ
、
妻
が
病
床
に
伏
す
と
き
に
は
看
病
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
…
・
…
妻
の
心
を
一
生
歓
び
で
満
た
し
、

げ
っ
し
て
厳
し
く
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
お
の
れ
の
力
に
応
じ
て
召
使
い
た
ち
に
親
切
に
し
て
や
ら
た
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
召
使
い

た
ち
が
不
幸
で
あ
る
よ
う
た
家
に
は
、
平
和
も
幸
福
も
訪
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」

　
と
、
こ
れ
は
家
長
で
あ
る
夫
に
向
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
引
用
は
責
任
あ
る
立
場
の
人
に
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
「
責
任
を
追
求
す
る
場
合
に
は
、
み
ず
か
ら
が
完
全
な
人
間
で
あ
る
よ
う
に
努
め
る
が
よ
い
。
」

　
と
、
述
べ
て
い
る
。

　
今
か
ら
五
千
三
百
年
も
前
、
第
五
王
朝
時
代
に
書
か
れ
た
君
主
の
た
め
の
道
徳
書
で
あ
る
と
い
う
。

　
要
す
る
に
お
よ
そ
六
千
年
も
た
っ
て
、
な
お
「
家
長
た
る
も
の
の
在
り
方
」
に
っ
い
て
今
日
的
問
題
と
し
て
耐
え
う
る
ほ
ど
の
内

容
を
も
っ
た
洗
練
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。



（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

西
村
彦
兵
衛
商
店
所
蔵
「
見
世
之
者
江
常
々
申
聞
セ
ル
得
之
事
」
（
寛
政
四
年
九
月
定
）

外
村
与
左
衛
門
商
店
所
蔵
「
厳
改
正
」
（
明
治
五
年
正
月
制
定
）

矢
谷
茂
野
家
所
蔵
「
家
訓
」

西
村
治
兵
衛
家
所
蔵
「
家
訓
」
（
千
吉
商
店
・
千
治
商
店
の
両
店
の
「
家
訓
」
）

向
井
富
夫
家
所
蔵
「
家
内
諭
示
記
」

柏
原
孫
左
衛
門
家
所
蔵
「
乍
悼
以
書
付
奉
申
上
候
」
（
寛
政
四
年
八
月
）

西
村
彦
兵
衛
家
「
家
訓
」

聖
教
新
聞
（
昭
和
四
六
年
四
月
一
八
目
刊
行
「
総
体
革
命
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
精
励
勤
勉
な
る
経
営
者

　
企
業
も
事
業
も
決
し
て
径
営
者
自
身
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
、
企
業
な
り
、
事
業
体
を
構
成
す
る
構
成
員
す
べ
て
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
老
舗
の
家
訓
や
店
則
で
は
き
び
し
く
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
業
そ
の
も
の
は
、
家
業

の
相
続
者
た
る
主
人
（
当
主
）
の
独
占
す
べ
き
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
主
た
る
べ
き
主
人
は
、
家
業
の
管
理
支
配
を

一
時
先
祖
か
ら
預
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
ず
次
の
世
代
へ
継
承
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
家
業
の
経
営
者
と
し
て
の
在
り
方
や
、
考
え
方
が
家
訓
の
中
で
一
体
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
に

　
向
井
家
の
家
訓
「
家
内
諭
示
記
」
の
中
に
１
は

　
「
家
督
織
ド
イ
ヘ
ド
モ
我
カ
物
ニ
テ
ハ
ナ
シ
、
悉
ク
皆
先
祖
ノ
物
ヲ
、
吾
レ
守
営
ノ
身
ナ
レ
バ
、
油
断
ナ
ク
、
家
業
大
切
二
怠
ズ

勤
ム
ベ
シ
、
勤
ム
ベ
キ
ニ
ア
リ
」

　
と
記
さ
れ
て
い
て
、
家
業
経
営
者
と
し
て
の
主
人
の
地
位
は
先
祖
の
遺
産
を
守
り
、
か
つ
相
続
し
て
、
こ
れ
を
子
孫
に
伝
承
す
る

　
　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
ニ
ニ
一
）
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八
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二
）

立
場
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
家
業
に
怠
慢
な
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
精
励
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
匁
い
し
、
ま
た
当
然
精
勤
で
あ
ら
ね
ぼ

な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
西
村
彦
丘
ハ
衛
の
家
訓
「
亭
主
之
心
得
」
に
は

　
　
「
夫
、
家
を
起
す
も
、
崩
す
も
、
皆
子
孫
の
心
得
計
り
な
り
、
亭
主
た
る
者
、
其
家
の
名
跡
、
財
産
自
身
の
物
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
。

先
祖
よ
り
支
配
役
を
預
り
居
る
と
存
じ
、
名
跡
を
げ
が
さ
ぬ
や
ふ
に
子
孫
へ
教
え
、
先
格
を
能
く
守
り
勤
め
云
々
」

　
と
あ
り
、
主
人
は
「
先
祖
よ
り
支
配
役
を
預
り
居
る
」
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
が
至
当
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　
か
か
る
経
営
者
に
対
す
る
考
え
方
な
り
、
意
識
か
ら
当
然
経
営
者
た
る
べ
き
も
の
の
在
り
方
と
し
て
、
経
営
者
は
事
業
に
精
勤
た

る
べ
し
。
怠
情
は
許
さ
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
っ
た
き
び
し
い
生
活
態
度
が
強
く
の
ぞ
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
業

第
一
主
義
で
、
徹
底
し
て
こ
れ
に
精
励
勤
勉
す
る
こ
と
が
経
営
の
最
高
の
責
任
者
で
あ
る
主
人
に
対
し
て
、
至
上
命
令
と
し
て
要
請

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
相
続
者
た
る
も
の
は
父
祖
伝
来
の
家
業
を
受
げ
っ
ぎ
、
分
を
重
ん
じ
、
分
に
安
じ
て
生
涯
、
町
人
と
し
て
生
活
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
と
な
り
、
家
業
を
天
命
と
観
じ
、
身
分
職
分
に
よ
っ
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
運
命
的
な
も
の
と
考
え
、

「
家
業
第
一
、
決
し
て
他
業
に
指
を
染
む
る
勿
れ
」
　
「
父
祖
の
業
を
専
守
す
べ
し
」
と
意
識
す
る
に
－
至
り
、
先
例
尊
重
・
祖
法
墨
守

．
新
儀
停
止
が
近
世
商
人
の
指
導
精
神
と
な
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
は
経
済
界
の
き
び
し
い
試
練
に
堪
え

抜
い
て
、
　
「
自
分
の
城
は
自
分
で
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
自
主
独
立
の
精
神
を
、
か
か
る
家
業
継
承
の
意
識
か
ら
お
の
ず
か

ら
体
得
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
創
業
以
来
幾
十
年
、
幾
百
年
、
祖
先
か
ら
承
げ
継
ぎ
、
現
在
に
生
き
、
将
来
へ
の
展
望
を
切
り
開

い
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
経
営
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
も
の
は
、
き
び
し
い
風
雪
に
打
た
れ
、
風
雪
に
耐
え
て
来
た
家
業
の
年
輪



と
、
そ
の
伝
統
の
中
か
ら
、
更
に
将
来
の
発
展
を
双
肩
に
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
風
雪
が
き
び
し
け
れ
ぱ
き
び
し
い

ほ
ど
こ
れ
に
挑
戦
す
べ
き
運
命
を
背
負
い
、
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
経
営
者
の
現
実
の
姿
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
経
営
者
に
と
っ
て
は
「
家
業
第
一
主
義
」
が
そ
の
生
活
信
条
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
経
営
者
た
る
べ
き
も
の
の
資
格

と
し
て
家
業
に
対
し
て
勤
勉
が
不
可
欠
要
件
と
し
て
要
請
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
家
業
を
維
持
し
、
発
展
せ
し
め
ん
と
す
る
意
識
が
強
烈
で
あ
れ
ぼ
あ
る
程
、
一
時
的
或
い
は
一
世
代
の
支
配
者
と
し
て

の
経
営
者
よ
り
も
、
永
世
的
な
る
家
業
が
優
先
し
て
希
求
せ
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
主
と
し
て
の
主
人
よ
り
も

店
の
永
続
が
重
ん
ぜ
ら
れ
に
至
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
家
訓
を
引
用
し
て
述
べ
た
如
く
、
主
人
は
家
職
相
続
の
一
時
的
な
手
代
で
あ

り
、
家
業
相
続
に
お
げ
る
一
世
代
の
支
配
者
た
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
家
業
は
祖
先
よ
り
子

孫
へ
代
々
伝
え
ら
れ
る
一
種
の
法
人
格
的
企
業
体
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
企
業
体
は
そ
れ
を
構
成
す
る
構
成
員
す
べ
て

の
も
ち
も
の
で
あ
り
、
っ
ぎ
の
世
代
へ
絶
え
る
こ
と
な
く
承
継
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
企
業

に
お
け
る
す
べ
て
の
構
成
員
は
、
こ
の
家
業
の
繁
昌
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
恩
恵
を
う
げ
得
て
、
そ
の
生
活
と
生
涯
の
安
全
が
保
障

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
家
業
の
承
継
と
、
保
障
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
主
人
の
在
り
方
が
構
成
員
す
べ
て
の
も
の
か
ら

き
び
し
く
間
わ
れ
、
追
求
の
姿
勢
が
家
訓
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
家
業
最
優
先
、
徹
底
し
て
こ
れ
に
精
励
す
る
こ
と
が
至
上
命
令
と
し
て
家
業
継
承
者
に
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
心

学
者
石
田
梅
岩
は
、
　
「
我
が
家
の
業
を
習
ふ
は
人
の
常
な
り
…
－
…
家
業
の
こ
と
を
不
知
し
て
何
を
以
っ
て
商
売
取
り
つ
ぎ
家
を
立
つ

べ
き
」
と
述
べ
、
「
汝
今
安
楽
に
暮
す
は
家
業
の
影
に
あ
ら
ず
や
」
「
職
分
を
知
ら
ざ
る
も
の
は
禽
獣
に
も
劣
れ
り
。
－
・
－
…
商
人
と
て

も
、
我
が
職
分
を
知
ら
ず
は
、
先
祖
よ
り
譲
ら
れ
し
家
を
亡
ぽ
す
に
近
か
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
又
同
じ
く
心
学
者
手
島
堵
庵

　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
二
二
三
）
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一
〇
　
（
二
二
四
）

も
、
彼
の
定
め
た
「
会
友
大
旨
」
に
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
家
業
は
農
工
商
と
も
我
が
物
好
き
に
て
其
の
家
へ
生
れ
し
に
あ

ら
ず
。
不
思
議
に
し
て
う
け
得
た
る
家
業
な
れ
ば
こ
れ
天
命
な
り
。
然
れ
ば
我
が
家
業
を
少
し
も
麓
略
に
し
ぬ
れ
ぱ
則
ち
天
命
に
背

き
て
大
罪
也
。
恐
れ
っ
っ
し
む
べ
き
大
事
也
。
惣
じ
て
家
業
を
怠
れ
ぼ
渡
世
乏
し
く
、
父
母
の
家
安
か
ら
ざ
る
の
第
一
た
り
。
さ
れ

ぼ
お
の
れ
家
業
う
と
げ
れ
ば
其
の
本
安
か
ら
ず
。
」
と
、
い
ず
れ
も
家
業
家
職
に
精
励
す
べ
き
所
以
を
強
調
し
て
い
る
。

　
西
鶴
も
「
商
売
に
油
断
な
く
」
と
述
べ
、
家
業
永
続
の
た
め
に
は
家
業
に
精
勤
で
あ
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
と
し
、
心
学
者
脇
坂

義
堂
も

　
「
目
夜
を
不
舎
動
き
う
ご
き
て
、
我
が
天
よ
り
受
け
し
職
業
を
大
切
と
な
す
。
是
則
ち
我
が
福
の
神
の
真
実
体
也
。
」

　
と
、
家
業
に
精
励
す
べ
き
こ
と
を
と
こ
と
ん
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
老
舗
の
家
訓
、
店
則
に
は
、
す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
程
、
か
か
る
家
業
第
一
主
義
を
強
調
し
、
家
業
に
１
精
勤
す
べ
し
と
規

定
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
早
起
き
し
て
、
店
舗
の
清
掃
に
勤
め
る
べ
く
観
定
し
た
も
の
に
、
中
山
人
彬
店
の
「
商
人
ノ
教
則
」
が
あ
る
。

　
「
毎
朝
早
ク
店
ヲ
開
キ
店
ヲ
酒
掃
シ
、
商
品
ヲ
整
列
シ
買
客
ノ
来
訪
二
差
支
ナ
キ
様
ニ
ス
ベ
シ
、
他
店
二
先
ソ
ヂ
テ
店
ヲ
開
ク
ハ

自
家
ノ
勉
強
ヲ
表
ハ
シ
、
顧
客
ノ
信
用
ヲ
得
ル
一
手
段
ナ
リ
」
（
第
三
条
）

　
っ
ぎ
に
、
当
主
の
家
業
熱
心
、
仕
事
熱
心
を
強
調
し
て
、
一
主
人
ハ
一
「
可
成
ハ
在
宅
シ
テ
店
ヲ
空
ヶ
ザ
ル
様
ニ
シ
目
常
二
用
事
ヲ
勉

メ
居
ル
ベ
シ
。
主
人
ノ
不
在
ハ
何
時
ト
ナ
ク
損
失
ノ
基
ナ
ル
ベ
シ
、
又
店
頭
ニ
テ
無
事
二
座
ス
ル
ハ
不
勉
強
ヲ
表
ハ
ス
モ
ノ
ナ
リ
、

行
人
ハ
仮
令
注
意
セ
ザ
ル
事
ア
ル
モ
近
隣
ノ
人
ハ
常
二
吾
様
子
ヲ
窺
ヒ
其
心
術
起
床
ヲ
測
量
し
居
ル
モ
ノ
ト
知
ル
ベ
シ
」
（
第
四
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
デ

　
「
閑
暇
ノ
時
ニ
ハ
空
シ
ク
座
シ
テ
不
景
気
ノ
体
ヲ
示
サ
ソ
ヨ
リ
ハ
ム
シ
ロ
已
二
一
目
吟
味
ヲ
遂
テ
置
キ
タ
ル
商
品
ヲ
取
り
出
シ
テ



其
分
量
ヲ
再
改
シ
、
其
ノ
寸
法
ヲ
再
検
ス
ベ
シ
」
（
第
五
条
）

　
「
自
家
ノ
炉
辺
ニ
テ
暮
夜
ヲ
過
ス
ベ
シ
、
酒
屋
・
遊
戯
場
二
出
入
シ
、
愚
ナ
ル
交
際
ヲ
ナ
ス
ハ
、
仮
令
是
レ
ガ
為
二
悪
債
ヲ
負
フ

ニ
至
ラ
ザ
ル
ト
モ
世
問
ノ
信
用
は
必
ス
衰
フ
ベ
キ
モ
ノ
ト
知
ル
ベ
シ
」
（
第
七
条
）

　
と
規
定
し
て
い
る
。

　
第
四
条
、
第
五
条
で
は
、
一
家
の
主
人
た
る
も
の
は
出
来
る
だ
げ
店
を
空
げ
て
留
守
に
し
な
い
こ
と
。
店
頭
勤
務
は
閑
暇
な
時
で

も
不
景
気
な
顔
付
き
で
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
い
な
い
で
、
商
品
の
吟
味
や
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　
第
七
条
は
、
暮
夜
の
暮
し
方
を
観
定
し
た
も
の
で
、
酒
食
や
夜
遊
び
の
外
出
を
禁
じ
、
愚
か
し
い
交
際
は
世
問
の
信
用
を
失
墜
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
慎
し
む
べ
し
と
し
、
　
「
自
家
の
炉
辺
」
で
暮
夜
を
暮
す
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

福
田
家
の
家
訓
、
「
繍
家
の
苗
一
に
も
、
主
人
の
目
常
生
活
を
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。

　
「
一
、
朝
起
第
一
手
洗
神
拝
仏
前
へ
向
先
祖
之
拝
帳
面
無
解
怠
可
相
勤
も
の
也
俗
に
朝
寝
貧
乏
の
相
た
り
　
朝
起
の
家
に
は
福

来
と
い
ふ
の
世
話
あ
る
と
か
や
夜
分
は
四
ツ
限
り
に
表
を
締
ル
也
」

　
と
、
主
人
の
日
常
生
活
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
観
定
し
、
品
行
方
正
な
る
生
活
態
度
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
西
村
彦
丘
ハ
衛
家
の
「
家
訓
」
で
は
、
　
「
御
高
礼
之
写
」
と
し
て

　
「
一
　
親
子
兄
弟
夫
婦
を
始
め
諾
親
類
に
し
た
し
く
下
人
等
に
至
る
ま
で
こ
れ
を
あ
わ
れ
む
べ
し
」

　
「
一
　
家
業
を
専
に
し
解
る
事
な
く
万
事
其
分
隈
に
す
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
事
」

　
と
規
定
、
主
人
の
仁
愛
と
、
家
業
専
一
、
知
足
分
限
の
暮
し
方
を
規
定
し
、
更
に
１
「
家
訓
」
と
し
て
、

　
「
一
　
家
業
用
常
々
無
油
断
大
切
二
相
勤
可
申
事
」

　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
二
二
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
二
号
）

二
一
（
二
三
ハ
）

　
「
二
季
店
卸
勘
定
委
可
仕
事
柾
朋
ユ
刊
二
日
迄
に
」

　
「
家
内
土
蔵
共
払
拭
輝
麗
二
仕
住
居
毎
夜
締
リ
等
入
念
吟
味
可
申
事
」

　
と
、
家
業
に
精
勤
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
矢
谷
家
の
「
家
訓
」
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
「
一
　
家
の
主
人
た
る
者
は
家
人
の
見
習
ふ
処
な
れ
ぼ
、
先
其
身
越
正
く
慎
ミ
て
家
内
を
越
善
に
導
く
べ
し
。
親
子
兄
弟
夫
婦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

問
睦
く
、
家
人
拝
出
入
の
も
の
を
越
憐
ミ
、
仮
初
二
も
怒
リ
罵
署
す
る
こ
と
な
か
れ
」

　
「
一
　
酒
食
の
美
を
好
ま
ず
、
身
を
安
逸
に
持
す
べ
か
ら
ず
、
味
薄
く
し
て
身
を
動
せ
ば
食
気
滞
ら
ず
、
気
血
め
ぐ
り
て
養
生
の

第
一
也
」

　
「
一
　
無
理
に
利
を
貧
れ
ぼ
却
て
財
を
失
ひ
禍
ひ
来
ル
の
本
也
、
家
業
怠
ら
ず
、
香
ら
ざ
れ
ば
自
然
に
家
ハ
全
し
。
」

　
と
い
ず
れ
も
、
主
人
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
る
。

　
美
濃
利
商
店
の
「
主
人
目
目
心
得
方
の
事
」
に
も

　
「
一
　
主
人
た
り
と
難
も
朝
寝
致
し
夜
遊
び
致
し
商
法
に
身
を
不
入
資
本
金
も
大
切
に
不
致
て
か
げ
狂
ひ
杯
致
す
問
敷
ぐ
、
」

と
挽
定
し
、
家
業
継
承
者
の
在
り
方
を
き
び
し
く
制
限
し
、
　
「
朝
六
っ
時
よ
り
起
る
事
。
朝
夕
は
父
母
に
一
通
り
相
応
に
挨
拶
致
侯

事
。
夜
は
仕
事
無
御
座
時
は
店
の
者
申
合
せ
早
々
休
侯
事
。
常
に
。
花
美
の
着
類
相
用
問
敷
侯
事
。
遊
女
遊
び
杯
些
も
不
相
成
侯
事
。

常
に
田
葉
粉
入
杯
、
き
せ
る
杯
、
田
葉
粉
杯
、
能
品
相
用
間
敷
侯
事
。
店
の
者
目
日
気
を
付
げ
帳
合
万
端
吟
吟
致
侯
事
。
御
客
人
様

方
に
、
は
精
々
大
切
に
挨
拶
致
侯
事
。
」

　
と
、
清
勤
な
る
主
人
の
日
常
生
活
と
家
業
勤
務
の
在
り
方
を
一
つ
一
つ
規
定
し
、
家
業
経
営
の
安
全
を
期
し
て
い
る
。



　
此
の
外
に
－
も
家
業
精
励
を
奨
励
し
た
家
訓
は
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
列
挙
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
一
　
苦
は
楽
の
種
　
楽
は
苦
の
た
ね
と
し
る
べ
し
。
一
　
朝
寝
す
べ
か
ら
ず
　
咄
の
長
座
す
べ
か
ら
ず
」

　
こ
れ
は
宇
佐
美
松
鶴
堂
の
家
訓
で
あ
る
。

　
「
人
ハ
一
代
、
名
は
末
代
、
家
ヲ
保
ツ
道
ハ
勤
ト
倹
ト
ニ
ア
リ
…
－
…

　
　
一
、
光
陰
ハ
矢
ノ
如
シ
、
勉
励
ハ
幸
福
ノ
母
ナ
リ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
外
村
与
左
衛
門
家
「
謹
言
」
）

　
二
、
家
業
を
専
に
し
、
燦
る
事
な
く
、
万
事
分
限
に
す
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま

　
　
一
、
家
内
、
土
蔵
共
拭
き
輝
麗
に
仕
り
、
住
居
毎
夜
締
り
等
入
念
吟
味
可
中
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
村
彦
兵
衛
家
「
家
訓
」
）

　
　
　
　
は
た
ら
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
「
専
ら
捺
を
求
め
て
一
気
に
磨
り
勤
む
べ
し
。
其
昔
は
百
余
の
軒
に
及
び
た
れ
ど
も
、
守
り
薄
き
は
亡
び
行
き
て
、
今
僅
か
六

十
余
軒
と
な
れ
り
、
惜
し
い
哉
惜
む
べ
し
。
露
竺
鼠
忠
、
正
直
に
慎
み
く
て
勤
め
行
ふ
事
、
相
互
に
物
語
な
ど
有
ら
ま

　
　
　
　
　
童
一
さ

欲
し
。
昔
に
増
る
暖
簾
の
花
、
栄
ゆ
く
春
を
迎
へ
ん
事
を
祈
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
吉
家
「
家
訓
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
「
兎
角
家
業
お
こ
た
ら
ず
、
か
せ
ぐ
よ
り
外
に
別
の
子
細
は
侯
わ
ず
。
・
…
…
直
一
筋
に
家
業
に
は
げ
む
べ
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
竹
伊
兵
衛
家
「
家
訓
」
）

　
「
商
売
無
油
断
入
精
被
致
相
続
方
出
来
侯
様
、
専
一
二
心
懸
可
被
申
侯
・
…
・
…
精
々
暮
し
方
質
素
相
守
身
軽
二
相
働
可
被
中
侯
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
川
ふ
と
ん
店
「
定
法
帳
」
）

　
　
　
経
営
老
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
二
二
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
二
二
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ざ
り

　
「
毎
朝
六
つ
時
、
表
店
錺
、
掃
除
等
之
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
屋
川
家
「
捷
書
写
」
）

　
「
家
相
続
之
儀
は
守
る
と
守
ら
ざ
る
に
有
る
な
り
、
必
其
家
之
作
法
仕
来
り
之
儀
、
心
得
違
無
之
様
、
大
切
に
相
守
り
精
勤
す
べ

し
。
…
－
－
・
只
家
法
に
随
い
、
専
ら
勤
め
て
無
事
長
久
を
計
ふ
べ
し
。
必
ず
怠
る
可
か
ら
ず
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
外
村
与
左
衛
門
家
「
改
正
挽
則
書
」
）

　
「
世
上
ノ
尻
餅
業
に
利
潤
ノ
多
少
ハ
ナ
キ
事
ト
云
商
業
ハ
唯
々
怠
ル
ト
励
ム
ト
ニ
因
テ
勝
劣
ア
ル
ト
知
ベ
キ
ナ
リ
。
然
ル
故
勉
励

シ
テ
不
レ
怠
ニ
ア
リ
・
…
・
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
向
井
家
「
天
理
法
家
内
話
」
）

　
い
ず
れ
も
、
家
業
経
営
者
た
る
べ
き
も
の
は
、
繕
励
勤
勉
で
あ
る
べ
き
だ
と
観
定
し
、
訓
戒
し
て
、
家
業
の
安
全
、
永
続
、
繁
栄

を
祈
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
経
営
の
責
任
の
地
位
に
１
あ
る
べ
き
主
人
が
家
業
を
怠
り
、
不
始
末
を
し
で
か
し
、
家
業
継
承
を
危
胎
に
ー
陥
入
れ
る
が
如
き

行
為
が
見
受
げ
ら
れ
た
場
合
は
、
家
業
最
優
先
の
考
え
方
か
ら
し
て
、
経
営
老
よ
り
も
企
業
、
主
人
よ
り
も
家
業
の
永
続
が
重
視
さ

れ
、
優
先
し
て
取
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
出
来
の
悪
い
経
営
者
、
不
良
の
相
続
老
は
そ
の
地
位
か
ら
早
々
に
追
放
し
て
、

企
業
や
家
業
の
永
続
と
安
全
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
安
田
多
七
家
の
「
家
憲
」
に
は

　
「
一
。
素
行
ヲ
謹
ム
可
キ
事

　
　
　
　
不
行
蹟
ア
リ
テ
訓
戒
ス
ル
モ
改
俊
せ
ざ
る
時
ハ
継
嗣
を
廃
易
す
る
も
妨
ヶ
ズ
」



　
と
あ
り
、
同
家
の
「
安
田
太
七
伝
」
に
も

　
「
後
世
子
孫
タ
ル
者
予
ノ
心
ヲ
以
テ
心
ト
ナ
シ
家
政
ヲ
益
々
隆
昌
ナ
ラ
シ
メ
テ
之
ヲ
永
遠
無
窮
二
伝
フ
ル
ノ
覚
悟
ナ
カ
ル
可
ラ
ズ

…
－
…
予
ガ
家
ヲ
相
続
ス
ル
老
ニ
シ
テ
狂
痴
蕩
遊
ノ
者
ア
リ
テ
相
続
ノ
見
込
ナ
キ
者
ハ
親
戚
縁
故
ノ
協
議
ヲ
以
テ
家
産
百
分
ノ
五
ヲ
与

へ
之
ヲ
分
家
セ
シ
メ
他
二
相
当
ノ
者
ヲ
選
ブ
ベ
シ
。
是
レ
予
ガ
家
ノ
家
憲
ト
シ
テ
子
孫
永
ク
此
言
ヲ
服
鷹
ス
ベ
シ
。
又
子
孫
タ
ル
者

ハ
常
二
家
政
二
精
励
シ
予
ガ
定
タ
ル
家
憲
家
格
ヲ
破
リ
其
家
ヲ
辱
カ
シ
ム
ル
コ
ト
在
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」

　
と
あ
り
、
狂
痴
放
蕩
の
不
相
続
者
は
相
続
の
地
位
か
ら
追
放
し
、
廃
嫡
し
て
、
も
っ
て
家
業
の
存
続
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
家
業
に
精
励
せ
ず
、
不
品
行
な
る
相
続
者
の
追
放
規
定
は
他
家
に
も
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

　
美
濃
利
商
店
井
上
家
に
も

　
「
一
　
主
人
た
り
と
難
も
朝
寝
致
し
商
法
に
身
を
不
入
、
資
本
金
も
大
切
に
不
致
て
か
け
狂
ひ
杯
致
」
す
場
合
は
「
店
の
者
よ
り

親
類
中
に
相
届
げ
、
資
本
貸
物
吟
味
の
上
主
人
は
些
相
応
の
給
料
相
渡
し
別
に
隠
居
為
致
侯
事
」

　
と
規
定
し
、
相
続
者
と
し
て
不
適
格
な
も
の
は
、
家
業
を
優
先
せ
し
め
、
主
人
の
座
か
ら
追
放
し
て
隠
居
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
木
村
卯
丘
ハ
衛
家
の
「
家
法
定
」
で
は

　
「
主
人
始
家
之
男
女
共
心
得
違
致
し
後
家
申
立
不
培
致
し
侯
者
ハ
何
方
よ
り
何
と
申
立
侯
共
押
込
隠
居
被
致
太
切
永
久
無
難
相
続

専
一
二
可
致
侯
事
」

　
と
、
同
じ
よ
う
に
家
業
相
続
最
優
先
主
義
を
も
っ
て
廃
嫡
隠
居
を
規
定
し
、
　
「
若
又
夫
二
て
も
聞
入
レ
ズ
不
埼
致
侯
者
ハ
御
町
内

学
校
、
御
上
様
迄
此
書
附
ヲ
以
願
上
当
家
無
難
永
久
祥
事
」
と
、
家
業
の
永
久
相
続
の
た
め
の
廃
嫡
に
は
、
外
都
の
権
威
に
た
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

て
ま
で
も
そ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
１
「
右
之
外
卯
兵
衛
好
事
無
之
永
世
迄
急
度
相
守
相
続

　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
二
二
九
）
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六
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〇
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申
可
致
侯
事
」
と
し
て
、
子
孫
の
卯
兵
衛
が
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
家
業
に
精
励
し
、
永
世
に
亘
っ
て
家
業
が
継
承
さ
れ
、
発
展
す
る
こ

と
を
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
千
切
屋
治
兵
衛
家
の
「
家
訓
」
に
も

　
「
自
然
子
孫
次
兵
衛
身
持
不
行
跡
成
義
於
有
之
者
手
代
共
申
合
異
見
を
加
へ
可
申
侯
其
義
不
相
用
致
我
儘
家
不
相
続
之
品
二
相
見

へ
侯
ハ
ニ
一
家
井
別
家
中
両
見
世
手
代
打
寄
相
談
之
上
為
致
隠
居
、
名
跡
見
立
家
督
譲
り
替
可
中
侯
」
と
規
定
し
、
我
儘
を
し
て
不

相
続
の
主
人
は
別
家
と
店
の
手
代
の
手
に
よ
っ
て
隠
居
せ
し
め
、
外
部
か
ら
適
切
な
跡
継
ぎ
を
招
い
て
家
督
の
譲
り
替
え
を
行
う
べ

し
と
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
「
当
主
及
違
背
二
侯
は
二
御
公
儀
様
江
御
願
申
上
名
跡
相
改
家
相
続
可
致
事
」

　
と
し
て
、
こ
れ
又
、
御
公
儀
の
手
に
よ
っ
て
で
も
廃
嫡
を
し
て
、
本
家
の
家
業
永
続
と
発
展
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
人

よ
り
も
家
、
主
人
よ
り
も
店
が
重
ん
畦
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
家
業
の
永
続
継
承
が
最
優
先
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
身
持
ち
の
よ
く
な
い
、
不
相
続
の
主
人
を
追
放
し
た
実
例
と
し
て
は
柏
原
家
の
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
「
一
、
正
覚
様
御
実
子
不
被
為
有
、
源
蔵
様
御
養
君
之
思
召
二
而
御
幼
年
よ
り
御
貰
受
被
遊
御
実
子
之
ご
と
く
目
夜
御
寵
愛
不
浅

段
々
御
成
長
被
遊
一
入
御
楽
み
被
思
召
無
程
御
家
督
御
譲
り
可
被
遊
処
（
中
略
）
御
身
持
甚
不
宜
敷
－
…
…
共
節
別
宅
支
配
人
共
御
内

々
数
度
御
禁
言
奉
申
上
侯
得
共
一
切
無
御
聞
入
依
之
正
覚
様
以
之
外
御
腹
立
被
遊
、
思
召
二
不
被
遊
御
叶
終
二
御
不
縁
二
被
為
成
候

云
々
」

　
と
あ
り
、
不
身
持
の
主
人
を
家
業
永
久
相
続
の
考
え
か
ら
追
放
し
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
同
家
に
は
「
永
々
申
残
侯
証
拠
文
之
事
」
と
し
て
、
遺
言
の
形
式
で
も
っ
て
、
家
業
相
続
の
場
合
の
諾
条
件
を
観
定
し
、
こ

れ
を
別
家
中
、
及
び
支
配
人
に
委
託
し
、
そ
の
永
久
相
続
を
は
か
っ
て
い
る
。



　
「
一
、
元
祖
浅
真
様
御
代
々
御
遺
言
二
京
都
江
戸
両
店
に
幼
少
よ
り
取
仕
店
支
配
役
迄
相
勤
首
尾
能
別
家
為
致
侯
者
共
並
二
在
勤

之
者
共
老
私
子
茂
同
前
二
侯
依
之
家
相
続
之
儀
又
ハ
商
売
筋
其
外
万
事
京
都
江
戸
両
店
之
支
配
人
並
二
別
家
之
者
打
寄
家
督
相
続
之

儀
ハ
勿
論
其
外
何
事
二
不
寄
相
任
諾
相
談
被
二
相
極
メ
一
侯
儀
御
先
祖
よ
り
の
古
例
二
侯
　
代
々
之
古
例
相
用
侯
二
付
無
難
二
相
続
致

来
侯
　
然
上
者
子
々
孫
々
二
至
迄
家
督
相
譲
リ
侯
節
実
子
養
子
二
不
限
代
々
之
遺
言
為
申
聞
得
心
之
上
ハ
家
督
相
譲
可
申
侯
若
亦
病

死
致
一
子
無
之
侯
節
者
諸
親
類
二
不
構
御
遺
言
之
通
京
都
江
戸
両
店
支
配
人
並
二
別
家
中
及
相
談
　
何
方
よ
り
茂
見
立
養
子
可
致
侯

其
節
右
御
遺
言
相
背
中
間
敷
為
一
礼
相
認
メ
京
都
江
戸
両
店
へ
壱
通
宛
取
置
支
配
人
順
当
二
預
リ
可
申
侯

　
末
々
至
万
一
法
外
成
饒
茂
出
来
其
節
両
店
支
配
人
別
家
之
者
共
再
三
之
意
見
為
申
聞
侯
共
不
相
用
侯
ハ
バ
是
全
御
先
祖
代
々
之
御

遺
言
二
相
背
也
然
ハ
無
是
非
侯
間
其
節
ハ
両
店
何
連
茂
相
談
之
上
取
計
可
致
侯
其
節
違
乱
為
ノ
無
ソ
之
之
書
残
し
置
万
事
何
連
江
茂
相

任
置
侯
問
永
々
店
繁
昌
致
侯
様
取
計
可
致
侯
」

　
即
ち
、
　
「
京
都
江
戸
両
店
二
幼
少
よ
り
取
仕
店
支
配
役
迄
相
勤
首
尾
能
別
家
為
致
侯
者
共
井
二
在
勤
之
者
共
者
私
子
茂
同
前
二
侯

依
之
家
相
続
之
儀
又
ハ
商
売
筋
其
外
万
事
京
都
江
戸
両
店
之
支
配
人
井
二
別
家
之
者
打
寄
家
督
相
続
之
義
ハ
勿
論
其
外
何
事
二
不
寄

相
任
諸
相
談
被
相
極
侯
御
先
祖
よ
り
之
古
例
に
侯
」
と
、
家
督
相
続
並
び
に
商
売
一
切
を
支
配
人
・
別
家
の
相
談
に
よ
る
こ
と
と
境

定
し
、
更
に
相
続
老
が
法
外
な
不
行
跡
な
行
為
に
出
た
場
合
に
は
「
両
店
支
配
人
別
家
之
者
共
再
三
之
意
見
為
申
聞
侯
共
不
相
用
侯

ハ
バ
是
全
御
先
祖
代
々
之
御
遺
言
二
相
背
也
然
ハ
無
是
非
侯
問
其
節
ハ
両
店
何
連
茂
相
談
之
上
取
計
可
致
侯
」
と
し
て
、
不
行
跡
な

主
人
の
追
放
の
権
隈
を
時
の
店
支
配
人
及
び
別
家
中
の
手
に
委
ね
て
、
家
業
の
永
久
存
続
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
１
こ
の
柏
原
家
で
は
七
代
目
孫
左
衛
門
が
八
代
目
孫
左
衛
門
（
弥
三
郎
）
の
家
督
相
続
に
当
っ
て
「
死
後
申
置
一
札
之
事
」
を
残

し
、
次
の
如
く
遺
言
し
て
い
る
。

　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
（
一
四
一
）
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（
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四
二
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「
伜
弥
三
郎
江
御
代
々
申
置
之
趣
東
西
別
宅
老
分
中
、
立
会
之
上
得
と
申
聞
セ
本
人
ハ
勿
論
東
西
支
配
人
井
別
宅
中
一
統
承
知
之

上
致
相
続
様
頼
入
侯
」
と
、
相
続
へ
の
協
力
を
別
宅
及
び
支
配
人
に
一
任
し
、
更
に
相
続
後
に
「
家
督
譲
渡
し
侯
後
末
々
我
儘
法
外

之
事
有
之
侯
節
ハ
得
と
意
見
ヲ
加
へ
其
上
二
而
モ
不
聞
入
不
埼
等
有
之
侯
ハ
バ
諸
親
類
中
二
差
構
等
無
之
間
此
遺
言
書
ヲ
以
御
町
内

御
年
寄
様
江
相
頼
御
先
祖
様
よ
里
被
伝
置
侯
通
家
名
取
上
ケ
何
連
か
ら
成
共
見
立
侯
上
二
而
永
久
家
名
相
続
有
之
様
頼
入
侯
為
後
証

之
遺
言
依
而
如
件

　
　
　
　
文
政
三
庚
辰
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
代
目
　
孫
左
衛
門
花
押

　
　
　
　
　
　
京
都

　
　
後
見
勤
番
　
　
清
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
江
戸

　
　
同
　
　
　
　
伊
右
衛
門
殿
」

　
す
な
わ
ち
、
家
業
の
継
承
に
あ
た
っ
て
は
、
相
続
者
に
代
々
の
家
法
定
書
を
江
戸
店
、
京
都
店
（
本
店
）
の
別
宅
老
分
中
が
立
会

っ
て
納
得
の
ゆ
く
ま
で
申
聞
か
せ
、
本
人
は
勿
論
、
東
西
両
店
の
支
配
人
並
び
に
ー
別
宅
す
べ
て
の
も
の
が
異
議
な
く
承
認
し
た
上
で

家
督
を
譲
渡
す
こ
と
。
又
家
督
相
続
後
と
い
え
ど
も
、
法
外
な
行
為
、
我
慶
な
振
舞
が
あ
っ
た
場
合
は
、
充
分
に
諌
言
し
、
そ
れ
で

も
聞
き
入
れ
ず
、
不
靖
の
行
為
を
続
け
、
家
業
不
相
続
の
人
物
で
あ
れ
ば
、
何
方
の
親
類
中
に
何
の
遠
慮
も
い
ら
な
い
。
町
内
の
年

寄
ま
で
廃
嫡
方
を
願
い
出
で
、
御
先
祖
か
ら
申
伝
え
の
通
り
家
名
を
取
上
げ
、
相
続
者
の
地
位
か
ら
追
放
す
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て

相
続
者
は
何
方
か
ら
で
も
よ
い
、
相
続
に
適
わ
し
い
人
物
を
探
し
て
来
て
相
続
者
に
仕
立
て
、
永
久
に
家
名
が
存
続
発
展
す
る
よ
う

に
し
て
も
ら
い
た
い
と
、
遺
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
か
く
の
如
く
、
京
都
の
近
世
に
お
け
る
商
家
に
は
そ
の
家
業
の
永
続
と
本
家
の
発
展
を
期
す
る
た
め
に
、
す
ぐ
れ
た
別
家
組
織
を

も
ち
、
か
っ
、
家
訓
．
店
則
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
組
織
と
撹
定
の
実
践
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
家
業
の
永
久
相

続
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
発
展
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
主
人
た
る
も
の
は
、
家
業
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
精
励
勤
勉
で

あ
る
こ
と
が
き
び
し
く
要
請
さ
れ
て
お
り
、
人
よ
り
も
家
、
主
人
よ
り
も
家
業
の
永
続
が
優
先
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
保
守
的
で
は
あ
る
が
、
安
田
多
七
家
の
「
規
」
に
あ
る
よ
う
に
、

　
「
堅
ク
本
業
ヲ
守
リ
、
他
ノ
商
事
二
手
ヲ
染
サ
ル
事
」

　
と
規
定
し
、
家
業
に
専
念
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
他
の
商
売
に
右
顧
左
晦
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
制

約
は
家
業
の
継
承
者
に
対
し
て
は
必
然
的
な
要
求
で
あ
り
、
守
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
規
定
で
あ
っ
て
相
続
老
を
き
び
し
く
規
制
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
家
業
経
営
の
責
任
者
と
し
て
の
在
る
べ
き
姿
、
家
業
相
続
者
の
在
り
方
と
し
て
、
家
業
第
一
主
義
に
徹
し
た
精
勤
な

生
活
態
度
が
家
訓
店
則
の
中
で
き
び
し
く
規
定
さ
れ
、
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
そ
老
舗
と
呼
ぼ
れ
る
商
家
の
暖
簾

は
永
く
守
り
得
た
し
、
家
業
の
永
続
と
発
展
が
期
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三
　
修
身
、

斉
家
、
養
生
の
経
営
者

　
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
タ
ー
レ
ス
が
弟
子
か
ら
「
世
の
中
で
一
番
む
ず
か
し
い
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
聞
か
れ
た
答
に
「
自

分
を
知
る
こ
と
だ
」
と
、
言
っ
て
い
る
が
、
実
に
う
が
っ
た
名
言
で
あ
る
。

　
自
分
の
こ
と
に
な
る
と
ど
う
し
て
も
主
観
的
で
自
分
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
身
勝
手
な
判
断
に
陥
り
易
い
。
岡
目
八
目
で
他
人
の

　
　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
（
一
四
三
）
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こ
と
は
よ
く
判
る
が
自
分
の
事
は
全
く
判
ら
な
く
な
り
勝
ち
で
あ
る
。
殊
に
日
常
生
活
に
お
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
尚
更
で
あ
る
。

　
石
門
心
学
者
、
脇
坂
義
堂
は
、
経
営
者
た
る
べ
き
も
の
の
、
身
を
修
め
い
身
の
養
生
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
次
の
如
く

言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
身
代
改
正
後
の
養
生
補
薬
」
の
処
方
塞
に

　
「
○
家
業
出
精
　
○
知
足
　
○
倹
約
　
○
堪
忍
　
○
身
養
・
生

　
右
五
味
に
、
い
っ
に
て
も
正
直
を
は
な
さ
ず
、
加
へ
て
片
時
も
忘
れ
ず
服
用
あ
ら
ば
、
身
も
家
も
安
全
に
て
子
孫
永
々
安
楽
な
る

べ
し
。

　
禁
物
　
○
不
実
　
○
剛
欲
　
○
酒
色
　
○
朝
寝
　
○
家
内
不
和
合

　
右
五
品
は
、
か
り
に
、
も
喰
ひ
合
す
事
あ
る
べ
か
ら
ず
、
家
を
修
る
の
大
毒
物
な
り
、
恐
れ
て
も
な
お
恐
る
べ
し
。
」

　
と
し
て
、
不
実
不
義
を
排
斥
し
、
酒
色
を
慎
ん
で
身
を
修
め
、
身
の
不
養
生
を
戒
し
め
て
い
る
。

　
こ
の
修
身
養
生
の
道
を
強
調
し
た
も
の
に
、
近
江
の
豪
商
人
中
井
源
左
衛
門
家
の
「
金
持
商
人
一
枚
起
請
文
」
が
あ
る
。

　
「
も
ろ
も
ろ
の
人
の
沙
汰
中
さ
る
る
は
、
金
溜
る
人
を
ば
運
の
あ
る
の
、
我
は
運
の
な
き
杯
と
申
す
は
愚
か
に
し
て
大
な
る
誤
な

　
り
。
運
と
申
事
は
侯
は
ず
、
金
持
に
な
ら
ん
と
お
も
は
ば
、
酒
宴
・
遊
興
・
著
を
禁
じ
、
長
寿
を
心
掛
、
始
末
第
一
に
商
売
に
励

よ
り
外
に
子
細
は
侯
は
ず
。
」

　
と
、
致
富
の
道
は
酒
色
・
遊
興
・
著
修
を
戒
し
め
て
身
を
修
め
、
養
生
長
寿
に
心
掛
げ
る
べ
き
こ
と
が
第
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
向
井
家
「
家
内
諭
示
記
」
に
は

　
「
父
ハ
厳
ナ
リ
　
母
ハ
慈
ナ
リ
ト
云
　
凶
年
ハ
父
ノ
怒
リ
　
豊
年
ハ
母
ノ
慈
悲
ト
云
　
是
何
レ
モ
慈
悲
ナ
リ
、
然
ド
モ
已
ガ
行
跡

二
因
テ
怒
ヲ
大
イ
ニ
受
ル
モ
ア
リ
　
慈
悲
ヲ
大
イ
ニ
蒙
モ
ア
リ
　
慎
ベ
キ
ニ
ア
リ
、
著
リ
　
放
塗
　
馬
鹿
　
貧
欲
　
慢
心
五
ツ
ノ
凶
、



五
凶
ヲ
犯
ス
者
ハ
己
ノ
身
二
害
ヲ
受
ケ
家
ヲ
亡
ス
慎
ヘ
キ
ナ
リ
」

　
と
、
経
営
者
た
る
べ
き
も
の
は
我
が
身
を
修
め
る
こ
と
が
、
事
業
な
ら
び
に
自
分
の
無
事
長
久
を
計
る
基
で
あ
る
と
訓
え
て
い
る

　
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ハ
ラ
カ
　
ス
グ
　
　
ソ
ト
ヘ
ミ
エ
ス
　
タ
カ
ブ
ラ
ズ
　
ヒ
ト
ニ
ユ
ズ
ル
コ
コ
ロ

　
「
子
貢
日
夫
子
温
、
良
、
恭
、
倹
、
譲
是
五
徳
ト
云
聖
賢
ノ
道
ハ
…
陰
徳
上
工
事
二
志
ス
ベ
キ
ナ
リ
人
タ

ル
老
ハ
是
皆
万
物
ノ
霊
ト
云
ナ
リ
　
万
物
ノ
霊
ト
生
レ
テ
其
霊
タ
ル
事
ヲ
知
ヌ
ユ
ヘ
人
ニ
ア
ラ
ザ
ル
人
ガ
多
ク
ア
ル
ナ
リ

　
人
多
キ
人
ノ
中
ニ
モ
人
ゾ
ナ
キ

　
　
　
　
人
ト
ナ
レ
人
人
ト
ナ
セ
人

人
ト
シ
テ
人
ノ
道
ヲ
知
ラ
ヌ
ト
云
ハ
犀
シ
キ
事
ド
モ
ナ
リ
　
鶏
ハ
毎
朝
ノ
時
ヲ
ツ
ク
ル
　
犬
ハ
門
ヲ
守
ル
　
猫
ハ
鼠
ヲ
シ
メ
ス
　
牛

馬
ハ
人
ノ
カ
ヲ
扶
ク
禽
獣
ニ
テ
モ
夫
々
ノ
已
ノ
身
ノ
業
ハ
勤
ル
ナ
リ
人
ト
生
テ
ハ
人
ノ
道
ヲ
知
リ
我
身
ノ
業
ハ
勤
ヘ
シ
。
」

　
「
二
戸
ノ
主
ト
シ
テ
天
理
ヲ
犯
シ
騒
リ
　
栄
花
ヲ
傲
ス
時
ハ
家
福
ヲ
我
一
生
二
取
越
シ
、
末
代
の
子
孫
ヲ
亡
ス
　
畏
ル
ベ
シ
　
慎

ヘ
キ
ニ
ア
リ
」

　
「
上
ヲ
敬
シ
下
へ
仁
愛
ヲ
志
シ
、
亦
窮
ス
ー
レ
者
へ
憐
、
・
・
ヲ
加
フ
ベ
キ
ナ
リ
」

　
「
何
事
ニ
テ
モ
思
案
ス
ル
時
吾
身
ノ
事
ト
両
方
ヲ
考
ル
ベ
シ
、
道
理
ヲ
犯
ス
事
ナ
カ
レ
」

　
「
人
ハ
唯
心
ノ
一
つ
悪
ケ
レ
バ
万
ノ
芸
ノ
有
ル
カ
イ
モ
ナ
シ
、
－
…
－
・
我
身
ノ
事
ハ
見
ヘ
ヌ
モ
ノ
ナ
リ
、
人
ノ
善
悪
ヲ
見
テ
我
身
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ジ

慎
ベ
シ
…
…
・
・
天
ノ
作
災
ハ
可
逃
自
作
災
は
難
逃
、
夫
レ
家
名
長
久
ハ
子
孫
ノ
行
跡
ニ
ョ
ル
、
慎
ベ
キ
ニ
ア
リ
、
吾
願
ク
ハ
後
代
ノ
主

家
業
不
レ
怠
ラ
非
道
ヲ
省
キ
道
理
ヲ
守
リ
衆
人
愛
敬
ノ
子
孫
ヲ
祈
ノ
、
、
・
」

　
「
青
凄
翠
館
ノ
遊
旦
二
行
跡
乱
ス
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
此
中
ノ
遊
女
清
カ
ラ
ザ
ル
病
ア
ル
ユ
ヘ
諸
人
コ
レ
ヲ
憎
嫌
フ
ト
コ
ロ
ナ
リ
慎
べ

　
　
　
経
営
老
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
一
四
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
二
号
）

二
二
　
（
一
四
六
）

シ
」

　
「
放
盤
二
陥
リ
已
ノ
財
ヲ
己
二
費
ス
事
ナ
レ
ド
モ
諾
人
ノ
手
本
ト
ナ
リ
亦
ハ
世
問
ノ
風
俗
ヲ
乱
ス
人
ノ
道
ノ
教
ノ
妨
ト
ナ
ル
ユ
ヘ

人
ノ
憎
嫌
ノ
事
ド
モ
ナ
リ
慎
ベ
キ
ニ
ア
リ
。
」

　
こ
れ
等
は
、
何
れ
も
、
已
の
職
分
を
弁
え
て
家
業
に
精
を
出
し
、
天
理
人
倫
を
守
っ
て
、
吾
が
身
を
慎
し
み
修
め
て
、
非
道
、
放

蕩
に
陥
ら
ぬ
よ
う
に
せ
よ
と
訓
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
何
事
ニ
モ
正
シ
キ
ヲ
守
リ
、
人
ノ
心
ヲ
反
覆
セ
ヌ
ヤ
ウ
、
人
ノ
障
リ
ニ
成
ヌ
ヤ
ウ
致
ス
ベ
キ
ナ
リ
畏
レ
慎
ベ
キ
ナ
リ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
リ
ク
ダ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
バ
　
ヒ
ク
キ

　
「
勲
功
天
下
二
過
ギ
テ
モ
人
二
謙
リ
、
高
ク
行
テ
モ
言
ハ
徴
　
身
修
ル
所
以
ナ
リ
」

　
と
、
修
身
の
大
事
と
そ
の
方
法
を
教
え
て
い
る
。

　
　
ユ
き
イ
ル
モ
ノ
ハ

　
「
射
者
正
ク
一
已
レ
ヲ
而
後
発
砒
己
民
冴
悠
甑
隼
確
〃
タ
ル
一

　
経
営
者
に
と
っ
て
修
身
の
肝
要
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
身
を
修
め
、
身
も
ち
ょ
く
す
る
方
途
と
し
て
は
、
具
体
的
に
酒
色
に
溺
れ
た
り
、
身
不
養
生
の
生
活
を
き
び
し
く
い
ま

し
め
て
い
る
。

　
福
田
家
「
搬
家
の
苗
」
で
は

　
「
一
、
さ
け
な
ど
随
分
呑
む
べ
か
ら
ず
、
兎
角
身
の
た
め
に
悪
し
。
養
生
専
ら
に
有
る
可
し
、
家
内
乱
れ
た
る
酒
事
は
常
に
い
ま

し
め
置
く
可
し
」

　
ま
た
宇
佐
美
松
鶴
堂
の
「
家
訓
」
に
は

　
「
一
、
欲
と
色
と
酒
を
か
た
き
と
知
る
べ
し
」



と
い
し
め
、
さ
ら
に
同
家
の
「
処
世
家
訓
」
の
禁
物
と
し
て
あ
げ
た
十
二
の
悪
徳
の
中
で
も
、

「
あ
さ
ね
す
べ
か
ら
ず

　
女
に
心
ゆ
る
す
べ
か
ら
ず

　
大
酒
の
む
べ
か
ら
ず

　
も
の
く
る
い
す
べ
か
ら
ず

　
好
物
よ
く
に
は
な
れ
よ
」

と
身
養
生
と
身
持
ち
を
よ
く
す
る
具
体
的
な
例
を
示
し
て
教
訓
し
て
い
る
。

井
上
家
の
家
訓
「
主
人
目
々
心
得
方
の
事
」
に
、
は
、

一
、
常
に
花
美
の
着
類
相
用
間
敷
侯
事

一
、
遊
女
遊
び
杯
些
も
不
相
成
侯
事

一
、
主
人
た
り
と
難
も
朝
寝
致
し
　
夜
遊
び
致
し
　
商
法
に
身
を
不
入
資
本
金
も
大
切
に
不
致
て
か
げ
狂
ひ
杯
致
す
問
敷
云
々

と
あ
り
、
西
村
彦
兵
衛
家
「
家
訓
」
で
は

一
、
い
っ
は
り
を
な
し
又
者
無
理
を
い
ひ
惣
し
て
人
の
害
に
な
る
べ
き
事
を
す
べ
か
ら
ざ
る
事

一
、
博
突
の
類
一
切
禁
制
の
事

一
、
五
常
之
教
能
々
相
守
身
ノ
分
限
不
可
忘
事

一
、
諸
事
二
付
名
聞
費
又
者
私
欲
等
堅
仕
問
敷
事

等
々
、
修
身
・
斉
家
・
養
生
が
経
営
者
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
で
あ
る
こ
と
を
き
び
し
く
指
摘
し
、
教
訓
し
て
い
る
の

　
　
経
営
者
の
在
り
方
（
一
）
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
（
一
四
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
一
巻
・
第
二
号
）

二
四
　
（
一
四
八
）

で
あ
る
。

　
要
す
る
に
企
業
経
営
者
た
る
も
の
は
、
ま
ず
自
分
を
修
養
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
目
常
生
活
に
お
い
て
、
邪

道
に
走
る
こ
と
な
く
、
誠
実
に
生
き
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。

　
大
学
の
一
句
に
、
　
「
古
の
明
徳
を
天
下
に
明
か
に
，
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
其
の
国
を
治
む
。
其
の
国
を
治
め
ん
と
欲
す
る
者

は
、
先
ず
其
の
家
を
斉
う
。
其
の
家
を
斉
え
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
其
の
身
を
修
む
。
其
の
身
を
修
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず

其
の
心
を
正
す
。
其
の
心
を
正
さ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
其
の
意
を
誠
に
す
。
其
の
意
を
誠
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

知
を
致
す
。
知
を
致
す
は
物
に
格
る
に
在
り
。
」
と
あ
る
が
、
事
業
な
り
、
企
業
の
発
展
と
永
続
を
望
む
な
ら
ば
、
ま
ず
、
誠
実
に

生
き
て
自
分
の
身
を
修
め
、
み
ず
か
ら
よ
く
勉
強
し
、
努
力
し
、
酒
色
・
剛
欲
に
溺
れ
る
こ
と
な
く
養
生
に
努
め
、
長
寿
に
心
掛
げ
、

健
康
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
「
一
、
家
の
主
人
た
る
者
は
家
人
の
見
習
ふ
処
な
れ
ば
、
先
其
身
を
正
く
慎
み
て
家
内
を
善
に
。
導
く
べ
し
。
親
子
兄
弟
夫
婦
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
そ
め

睦
く
、
家
人
な
ら
び
に
１
出
入
の
も
の
を
憐
み
恵
み
、
仮
初
に
も
怒
り
罵
国
言
す
る
事
な
か
れ
」
（
矢
谷
家
「
家
訓
」
）

　
と
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
経
営
者
た
る
も
の
の
、
ま
さ
に
拳
々
服
麿
す
べ
き
至
言
で
あ
る
と
思
う
次
第
で
あ
る
。


